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 開  会   ９時２７分 

 閉  会  １１時３７分 



○委員長（喜々津英世委員） 

皆さんおはようございます。定刻前でありますけれども、定足数に達しておりますの

で、本日の議会運営委員会を開会いたします。 

９月４日招集の第３回定例会の運営につきまして、お手元の会議次第により会議を進

めますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

まずはじめに、議長に御挨拶をお願いいたします。 

○議長（内村博法議員） 

皆さんおはようございます。今日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとう

ございます。さていよいよ９月定例議会が開催されます。定例会議では昨年度の決算、

重要な議案が審議されます。白熱した議論、それから審議を期待するものであります。

よりよい政策を出していただきたいと思ってます。なお、当分連日厳しい暑さが続くも

のと思われます。健康には十分気をつけていただき議会に臨んでいただきたいと思いま

す。簡単ではありますけれども、開会に当たっての私の挨拶といたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に吉田町長、御挨拶をお願いいたします。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。川まつりも終わったわけですけれども、朝夕はいくらか

涼しい風が吹くようになってきましたけれども、まだ日中は、まだまだ残暑が続いてお

るところであります。皆さん方におかれましては、日々御健勝にてご活躍のこととお察

し申し上げるところでございます。そしてまた、本日は大変お忙しい中、第３回定例会

に係ります議会運営委員会を開いていただきまして、誠にありがとうございます。今回

の定例会では、各会計の平成２９年度の決算認定というのを含めまして、報告が１件、

そして議案が１７件を用意をしておるところでございます。これから提案内容につきま

して、所管の部長から説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

それでは、提出予定議案について関係部局長より概要の説明をお願いいたします。 

まず、総務部関係について。 

山本総務部長。 

○総務部長（山本昭彦君） 

皆さん、おはようございます。総務部所管では議案１件を上程をしております。 

議案第５０号平成３０年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）でございま

す。こちらは歳入に平成２９年度の駐車場事業特別会計決算における剰余金を繰越金と

して、また歳出に一般会計繰出金として、歳入歳出それぞれ１９９万５,０００円を計

上いたしまして、補正後の歳入歳出予算総額を９９０万６,０００円とするものでござ

います。総務所管では以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 



○委員長（喜々津英世委員） 

次に企画財政部関係について。 

久保平企画財政部長。 

○企画財政部長（久保平敏弘君） 

皆様おはようございます。引き続き企画財政部所管分でございます。まず、報告９平

成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り報告するものでございます。 

続きまして議案第４９号平成３０年度長与町一般会計補正予算（第２号）でございま

す。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億７４７万７,０００円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を１２４億２,６７４万４,０００円とするものでございます。 

以上２件でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に住民福祉部関係について。 

松邨住民福祉部長。 

○住民福祉部長（松邨清茂君） 

改めましておはようございます。住民福祉部につきましては議案が１件でございます。

議案番号第４７号、所管課はこども政策課でございます。長与町福祉医療費の支給に関

する条例の一部を改正する条例でございますが、福祉医療費の支給対象を拡大するため

所要の改正を行うものでございます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に健康保険部関係について。 

中山健康保険部長。 

○健康保険部長（中山庄治君） 

皆様おはようございます。健康保険部、議案が３つあります。議案第５１号平成３０

年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございます。既定の予算総額に

歳入歳出それぞれ３,１２５万９,０００円を追加し、補正後の予算総額を４０億２,４

１５万１,０００円とするものでございます。次に議案第５２号平成３０年度長与町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でございます。既定の予算総額に歳入歳出そ

れぞれ１６１万３,０００円を追加し、補正後の予算総額を４億９,７２５万３,０００

円とするものでございます。最後に議案第５３号平成３０年度長与町介護保険特別会計

補正予算（第１号）でございます。規定の保険事業勘定の予算総額に歳入歳出それぞれ

３億１,１１２万５,０００円を追加し、補正後の予算総額を３１億８,６７４万２,００

０円とし、また、既定の介護サービス事業勘定の予算総額に歳入歳出それぞれ４６３万

２,０００円を追加し、補正後の予算総額を３,１４６万６,０００円とするものでござ

います。よろしくお願いします。以上です。 



○委員長（喜々津英世委員） 

次に建設産業関係について。 

緒方建設産業部長。 

○建設産業部長（緒方哲君） 

おはようございます。建設産業部では議案１件でございます。議案第５４号平成３０

年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）についてで

すが、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ４３７万５,０００円を追加し、補正後の予

算総額を７億８,４５２万８,０００円とするものでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に教育委員会関係について。 

森川教育次長。 

○教育次長（森川寛子君） 

皆様おはようございます。教育委員会所管の提出議案について御説明を申し上げます。

まず、議案第４８号長与中学校体育館改修工事請負契約の締結についてです。工事請負

契約を締結するため、地方自治法並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例の規定により議会の議決をお願いするものです。次に議案第６３号

長与町教育委員会委員の任命についてです。現教育委員の古賀清彦委員の任期が平成３

０年９月３０日付けをもって任期満了となりますので、委員の任命について議会の同意

をお願いするものです。以上２件となります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に水道局関係について。 

濱水道局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

皆様おはようございます。水道局所管では議案２件についてお願いいたします。まず、

議案第６１号平成２９年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定についてでござい

ますが、収益的収入及び支出では、水道事業収益８億１,２９１万６,６２８円、水道事

業費６億５,６２０万５,１４２円の決算額となっております。資本的収入及び支出では、

資本的収入１億８,４８５万円、資本的支出６億１,７２６万４,２３０円の決算額とな

っております。続きまして、議案第６２号平成２９年度長与町下水道事業剰余金の処分

及び決算認定についてでございます。収益的収入及び支出では、下水道事業収益１０億

５,３９６万８,４１０円、下水道事業費９億８３９万６８１円の決算額となっておりま

す。資本的収入及び支出では、資本的収入１億２,２８５万６,９２２円、資本的支出３

億８,５１０万４,３３０円の決算額となっております。 

以上、２議案につきまして、よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 



次に会計関係について。 

山口会計管理者。 

○会計管理者（山口利弘君） 

皆様おはようございます。それでは、議案第５５号から第６０号までの６議案につき

ましては、一般会計及び特別会計の決算で地方自治法第２３３条第３項の規定により議

会の認定をお願いするものでございます。それでは、議案第５５号平成２９年度長与町

一般会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入総額１３０億７,７０９万

９,５４３円、歳出総額１２３億２,３４０万６,５７２円、歳入歳出差引額７億５,３６

９万２,９７１円で、翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額は１億１,８９８万

２,０００円で、実質収支額は６億３,４７１万９７１円となり、このうち地方自治法第

２３３条の２の規定による基金繰入額は３億３,０００万円でございます。 

議案第５６号平成２９年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございますが、歳入総額９８９万９,４８２円、歳出総額７９０万３,３８３円で、歳入

歳出差引額及び実質収支額は１９９万６,０９９円でございます。 

議案第５７号平成２９年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、歳入総額４７億２,５１４万２,５２７円、歳出総額４６億５,８８８

万１,５６４円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は６,６２６万９６３円となり、この

うち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は３,５００万円でございます。 

議案第５８号平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございますが、歳入総額４億６,６９６万９,６５５円、歳出総額４億６,５３５万

５,２２５円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は１６１万４,４３０円でございます。 

次に議案第５９号平成２９年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、保険事業勘定では、歳入総額２８億７,９１６万１,８５９円、歳出総

額２５億６,８７５万４,６３４円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は３億１,０４０

万７,２２５円でございます。介護サービス事業勘定でございますが、歳入総額３,８３

５万８,２３８円、歳出総額３,３７２万４,３３２円で、歳入歳出差引額及び実質収支

額は４６３万３,９０６円でございます。 

最後に、議案第６０号平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入総額９億７,０２６万５,８４６円、

歳出総額９億６,３８９万７８９円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は６３７万５,０

５７円でございます。以上６議案におきまして各会計の決算の認定をお願いするもので

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

次に一般質問の通告並びに請願陳情について説明をさせます。 

谷本議会事務局長。 

○議会事務局長（谷本圭介君） 



おはようございます。一般質問につきましては通告者１２名、質問件数２０件となっ

ております。通告者及び質問項目は、お手元に配付のとおりでございます。請願、陳情

につきましては、請願はございません。陳情は１件で、お手元に配付の請願（陳情）文

書表のとおりでございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

続きまして、委員会への付託先についてお諮りをいたします。 

総務文教常任委員会に付託するものは、議案第４９号、議案第５０号、議案第５５号、

同じく議案第５６号、以上の４議案であります。 

次に産業厚生常任委員会に付託するものは、議案第４７号、第５１号、第５２号、第

５３号、第５４号、第５７号、第５８号、第５９号、第６０号、第６１号、第６２号で

ございます。本会議即決につきましては、議案第４８号、同じく第６３号、以上、委員

会の付託などにつきましては、ただいまのとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、委員会への付託などにつきましては、ただいまのとおり決定いたしまし

た。続きまして、会期日程案について説明をさせます。 

谷本議会事務局長。 

○議会事務局長（谷本圭介君） 

会期につきましては９月４日火曜日から９月２１日金曜日までの１８日間で、４日火

曜日議長報告、行政報告、議案上程、これは提案理由説明まで、そして議員全員協議会。

５日水曜日一般質問。６日木曜日一般質問。７日金曜日一般質問、そして議案審議、質

疑そして付託または即決。８日土曜日、９日日曜日は休会でございます。１０日月曜日

付託案件審査。１１日火曜日付託案件審査。１２日水曜日付託案件審査。１３日木曜日

付託案件審査。１４日金曜日付託案件審査。１５日土曜日、１６日日曜日、１７日月曜

日は休会でございます。１８日火曜日付託案件審査。１９日水曜日付託案件審査。２０

日木曜日付託案件審査予備日。２１日金曜日委員長報告そして採決。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

お諮りをいたします。 

会期日程案につきましては、ただいま事務局長から説明がありましたとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって第３回定例会の会期日程につきましては、以上のとおり決定いたしました。 

その他の件について何かございませんか。 

無いようですので、執行部の皆さん方は御退席願います。お疲れ様でした。 

暫時休憩します。 



（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

今お手元にお配りしましたのは、議会の申し合わせ事項、いわゆる運営基準について、

前回、事務局の方でペーパー１枚ものの両面刷りのやつを出していただいておりました

けれども、今回、これを全て事務局として検証をしてくれた内容等について資料が出て

おります。このことについて協議を進めたいと思いますけれども、その前に本日午後か

ら全員協議会を開催をいたします。これにつきましては、議会運営委員会でずっと協議

をしてまいりました政治倫理条例施行規程の最終確定の分をまだ全員協議会に報告をし

ておりませんでした。これと政治倫理条例の逐条解説、この部分を説明をして皆さんの

御了解を得た上で９月４日の手続きを済ましていきたいと。それともう１つは、町長答

弁書の事前配付に関することについて４月にかけておりましたけれども、その後、全国

の状況等について調査した結果についてまとめたものも含めて、一部４月に全協で報告

していた分を加除修正をしながら、資料のとおりでありますけれども、これを提出をし

たい。それと５０周年記念事業については特別委員会で進めていくということを最終的

に御決定いただきましたので、そのことについてお諮りをしたい。それともう１つは、

この前出しましたけれども、議会基本条例の自己検証ですね。条例に沿った議会の運営、

議会の改革がなされているかと、それぞれ議員の立場で検証していただいて、率直な意

見を出していただきたいと。その４点を本日の全員協議会に提出をさせていただきます

ので、御了承いただきたいと思います。 

それでは、申し合わせ事項の検証、見直しについて事務局から説明を申し上げます。 

富永課長。 

○監査事務局長兼議事課長（富永正彦君） 

おはようございます。先程お配りしたホッチキス止めのものにつきましては、前回の議

運でお配りした両面の１枚物の続きの部分でございます。前回、議会の呼称と言うところ

から会議規則で言うところの第１章の部分までをお配りをしておったものでございます。

本日お配りしたものはその続きでございまして、第２章会議規則の１４条からということ

でございまして、かなりボリュームがございます。どこまでいけるのか分かりませんが、

こちらにつきましては前回お話をしたように、現行の会議規則で、ちょっと理解しにくい

ところをどうすればいいんだという記述の部分、会議規則を補完する意味での条文がこう

いうものがあった方がいいんじゃないかということで、事務局の方でいろんな本の方から

まとめ、取り込みましてそれなりにまとめさせていただいた部分でございます。あくまで

も事務局提案というよりは、この会議規則についてどういう取り扱いをするかということ

を一応書かせていただいて、議運の方で、ある程度たたいていただいたもので、また皆さ

んにお諮りしていければということで考えております。方法、やり方ですけども、前回お

配りした両面のものについても、まだ具体的に確定をしていない部分がございますけども、



どちらがよろしいかなと思ってます。頭から一つずつ潰していくのか、とりあえず今回、

今お配りしたものを全部流してまた後日たたいていくようにするか。そちらどちらの方が

やり方がいいかっていうのは決めていただければと思いますが、とりあえずここまででお

話を終わらせていただきます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

今、説明が終わりました。ちょっと休憩して、今説明した部分ので特にマーカーで塗

った部分について精査をしていただきたいと思います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。それでは、前日お配りした１枚物の両面刷り

のペーパー、今日はそのあと、これがセットになっておりますので、もう１ページずつ

潰して考え方等を整理をしたいというふうに思っております。 

富永課長から説明を申し上げます。 

○監査事務局長兼議事課長（富永正彦君） 

先程現行の申合せ事項をお配りをさせていただきました、そちらの方と議員必携をお

持ちであれば会議規則３４１ページ、会議規則の方も照らし合わせながら御確認をして

いただきたいというふうに考えております。先般お配り、両面ものをお配りしたときに

もお話をさせていただきましたように、長与町の議会というものは、御承知のとおり地

方自治法と会議規則と委員会条例、これが法的な縛りを持つものということになってお

りまして、それに書いていないこと、補完すべきものについて申し合わせ事項等で議会

内部の統制を図るというものでございますけども、現行の申し合わせ事項につきまして

は、先程お配りしましたように両面で５、６ページ程度のものが申し合わせとして今、

生きておる状況でございます。先般もお話をしましたように、まず、当たり前のように

扱っていることが定義されていない部分。最初からいきますと議会の呼称の部分でござ

います。まず本会議、本会議と言うけれども、本会議という定義がまずどこにも無い。

先程の３つの条文ではですね。ですからその辺りを定義した方がよかろうということで、

議会の呼称で本会議はまず議場において行われる定例会と臨時会を指すということを文

言として定義づけをした方がいいのではないかということで掲げております。２つ目、

こちらの方は議会の呼称になりますけども、定例会については年号ですから、今でいく

と平成何年第何回長与町議会定例会と呼称し、暦年により会期ごとに順次回数を付する。

臨時会も同じように年号第何回長与町議会臨時会と呼称し暦年により会期ごとに順次回

数を付するということでございます。こちらの回数につきましては、長与町に場合は暦

年の１年の間に、第１回、第２回、第３回、定例会があって、臨時会が入った場合には、

その臨時会も１回目であれば第１回ということで別立てで整理をしてきておりますので、

一応この辺りをつけた方がいいかなと、これはよその市町村で通しの番号をとっている



所もございますけども、臨時会が、定例会が２回終わったあとに臨時会が入れば、その

臨時会を「３回」と呼称する所もございます。ただ、うちの場合は別立てで、今までず

っと来ておりますので、現行のやり方を２番と３番で整理をすると。この辺りは定義し

とくべきではないかということで、お示しをしております。 

次に参ります。議会の招集でございます。こちらの方は定例会が、定例会条例の方で

は年４回することだけが条例で定められておりまして、３、６、９、１２につきまして

はこれまで慣例と言いますか、定義無くされていた部分がございますので、定例会は毎

年３、６、９、及び１２月に召集されるのが通例であるという部分を明記をした方が良

かろうということでお示しをしております。２つ目で議員の一般選挙があったときは、

任期記載日からおおむね１０日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例で

あると、このときの通知は事務局長名で行うというふうにしております。こちらの方も

これまで、明文化無くされてきていた部分でございます。 

これから先が会議規則の取り扱いということで、第１章総則の会規１「参集」でござ

います。議員必携の方でも御確認いただきたいと思います。第１条「参集」議員は招集

の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。この部

分につきましては、前回の議運でも若干御説明をさせていただきましたけども、議員は

招集されたら開議定刻前までに議事堂に参集し、議長に通告をしなければならないとい

う義務づけの条文でございます。１として、議員の参集通告は議会事務局設置の登庁表

示盤を自ら点灯して行う、また退庁のときは自ら消灯しなければならない。としてます。

会議規則上の参集通告が規定されているので、方法についてのみを規定する。前段の部

分です。退庁時は規定をされておりませんので、こちらの申し合わせで義務化をすると

いう書き方でございます。参集通告は、登庁表示盤を自ら点灯して行う方法で議長に通

告するというところをクリアをして、退庁のときに消灯しなければならないと申し合わ

せで義務づけをするというつくりでございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

会議規則の第１条参集について、今言うように議事堂に参集しその旨を議長に通告し

なければならないというのを、現状やっておるやり方に申し合わせ事項として、これを

決めておこうという意味であります。会議規則を変えろということまでは踏み込んでは

おりませんので、申し合わせ事項をそういうふうにしたらどうかという判断であります。 

課長。 

○監査事務局長兼議事課長（富永正彦君） 

先程お配りした現行の申し合わせも、このことを書いております。ただ、現行のやつ

を見ていただくと分かりますように、最初の前段の部分、点灯する部分もしなければな

らないという義務づけを申し合わせでは現行なっているかと思います。この点灯しなけ

ればならないのところを点灯して行うという方法、先程御説明したように招集通告、参

集の通告はもう義務づけを会議規則でされてますので、その方法だけを書いていると前



段はですね。後段は規定がないので、しなければならないという義務づけに書き換えを

してるというところでございます。会規１につきましては、今のおりでございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

議長。 

○議長（内村博法議員） 

議会の呼称の所なんですけれども、定例会はなんなんと呼称し、暦年により会期ごと

に順次回数をするとこうなっとるわけね。この暦年というのをちょっとあんまり違和感

覚えるので毎年、毎年会期ごとに順次回数をすると、以下３番目もそうではないかなと

思うんですけどね。毎年会期ごとに順次回数を付すると、毎年というのは年度じゃなく

て毎年ね、まず、ここのところはちょっと引っ掛かりましたね。暦年っていうのはちょ

っと違和感かな。毎年会期ごとに順次回数を、続けて言います。議会の招集ですね。初

議会が招集されるのは通例であります。通例と書いてあるんですけども、これ通例じゃ

なくて召集します、というふうに断定した方がいいんじゃないの。何か通例だからまた

変更もあり得るのかなとこんな思うんですけど、ちょっとこの２点感じましたけど。 

○委員長（喜々津英世委員） 

富永課長。 

○監査事務局長兼議事課長（富永正彦君） 

暦年の話ですけども、年をどういう年かというときに、暦のとおりの年というときに

暦年という言葉を使うわけでございまして、毎年度っていうこともあるでしょうけども、

通常、行政用語とすればカレンダーどおりのときに暦年と言いまして、４月、３月の時

を年度というふうに整理をしているところでございまして、それに倣って暦年という表

現をしております。それと、初議会の招集の部分の通例の部分ですね。この部分につい

ては招集権がこちらにないので、今までもこれできたじゃないかということで通例とい

う言葉を使わせていただいています。こちらの方は議員必携の３８８ページの議会の呼

称と招集の部分を参考に、こういう文言で整理をさせていただいたところでございます。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

暫時休憩をして、議論を進めていきたいというふうに思います。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を閉じて委員会を再開しますが、この長与町議会の申合せ事項、このペーパーに

ついては、持ち帰ってそれぞれ検証していただいて、その上でここも見直す必要があり

はしないか、そういったこともあろうかと思いますので、これについてそれぞれ検証を

して、次の機会に回したいとそういうことにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



ありがとうございます。次に先程、岩永委員あるいは内村議長の意見として紹介をさ

せていただきました。これについては今どうこうということでありませんけれども、例

えば１人１役の問題とか、監査委員の問題とか、これ全国的な流れ、特に監査委員は、

法律の問題もありましたけれども、こういったものがどうなのか。もう進んだ所は議選

の監査委員をやめて、公認会計士であるとか、こういったところの選任と監査委員就任

ということ、進んでおるところはもうそういう状況であろうかと思います。そういった

県内あるいは県外の参考とすべきものがあればこれ事務局の方で、委員の辞退の問題、

委員の辞退の問題は、政治倫理条例の見直しをするときに若干調べた資料等もあったと

思いますけれども、これはもう既に議会基本条例で謳ったりしたところもあります。で

すから、ここら辺も事務局の方にお願いをして資料の収集等をやっぱりしていただいて、

さあどうしましょうかというよりも、そういう他県、他議会の例を見ながら話を進めた

方が理解がしやすいというふうに思いますので、そういうふうにしたいと思いますが、

もう一度議長、この前の発言の本意と言いますか狙い、ここら辺ももういっぺん確認を

したいと思います。 

議長。 

○議長（内村博法議員） 

この前私が提案したのは、いわゆる二元代表制になっておりまして、例えば町長の諮

問委員会があるわけですね。あれはあくまでも町長の附属機関なんですよ、法律的には。

諮問委員会とか、何とか委員会とか名称はいろいろありますけども、あくまでも法律上

は附属機関、執行部側のですね。そこに議員が入るっていうことは二元代表制から言っ

て、やはり疑問があるんじゃないかとこういうふうに思うんで、充て職もそれから監査

役もそうです。監査役は町長が指名するんですかね。今回、法律が変わったんで、町長

側は議員から選ばないこともできるというふうになったわけですね。その意味では選択

肢が増えたんですけれども、議会から言わせればやはり議会はチェック機関なんですよ。

チェック機関の強化を果たさないかんのに監査役を兼任していいのかという僕はそう思

ってます。常日頃そう思ってたんですけども、今回、法律改正があったんで、そういう

ふうに思っております。それから１人２役は、先程も監査役は１役になってますね。そ

うすると当然ながら見直しをせないかんと、そういうことに繋がっていきますけれども、

そういった意味で申し上げたわけです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

今、提案の狙いというものを話をしていただきました。私も基本的には同じ考え方で

ありますので、倫理条例のときにも、そういう行政の審議会、例えば都市計画審議会、

これは法律に基づいたものは、当然議員としても代表を出さんばいかんということはあ

りますけれども、それ以外の委員会、例えば議会から推薦をした委員、あるいは議員が

委員になっておる。しかし、その委員になっておる団体が例えば町から補助を受ける団

体、こういったもののやっぱり長への就任、あるいは役員への就任というものは、やっ



ぱり控えるべきじゃないかというのがありましたし、さっきも言いましたように、仮に

そこの会長なり、役員なり就任したとしても、議会に対しては特別報告義務も何もない

わけですね。特に監査委員なんかは、監査委員として職務上知り得たことを守秘義務と

いうのが、ほかの議員に比べて非常に守秘義務というのはあるわけですので、そういっ

た意味ではなかなか一般質問もできにくいという部分もあるというふうに思います。で

すから、そういう補助団体もひっくるめたところの委員の就任とか、あるいは会長への

就任とか、こういったものもやっぱり倫理条例のときにある程度話をして、そこまでは

ということで、あのときは余りそこに固執してしまっても先に進まんということで。事

の本質は何なのかということを考えたときに、それは政治倫理でなくてもいいかなとい

う思いで引っ込めた経過がありますので、できればそういったものも任期中に検討をし

たいとそういうふうにさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

内村議長。 

○議長（内村博法議員） 

ちょっと補足なんです。充て職の情報収集をする際に、例えば法律上の根拠があるも

の、例えば議員を出すとか法律上明記されてるものがあるかどうか、そういったものも

調べて個々の委員会について、そうであればそれはもう法律上の制約ですからそれはも

うできない。だからそこ辺りまでちょっと調べていただければなと思います。条例に書

いてあるやつ町の、それもあるかもしれません。それはだから究極的にはもうそこから

出さないとなれば条例を改正してもらわんといかん、町は、そこまで繋がっていくわけ

です。だから、そこのところを十分頭に入れて情報収集していただければなと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

ありがとうございます。これにつきましては先程も事務局の方にお願いしたいという

ふうに思っておりますので、事務局の方でそういった議員というふうに明記をした条例

等があるかどうか、そういったものも踏まえて、多分私は無かろうと思いますけれども、

事務局でひとつ検証をお願いをしたいと、議員の代表を１名推薦をというのは、今はも

う議長の方に文書が来とるんですか。新たな委員のそれについてはですね。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

ただ町の附属機関等ですね、条例にありますああいうものの議論は今あったとおりな

んですけども、ただ自治会とか、地公連とか、あるいは青少年育成協議会とか、そうい

う民主的なこの補助金を受け取る団体ではありますけど、これはあくまでも自主的な団

体でありますので、そこまで縛っていくのかどうかという、ところがそういう会議があ

るがために例えば議会の委員会とかその他の会を欠席するとか、それはまかりならんと

いうふうに私は思うんですけども、現実から耳にしますと、そういう現象が表れておる

というね、これはやっぱりちょっと修正をしていかないかんだろうと思いますけども、

ただ、そういう自主的な民主的な団体まで公的な場の我々その申し合わせなんかで縛ら



れるのかどうかですね、その辺りも真剣にもう一度考えてみる必要があるのかなという

感じはしますね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

確かに今の問題はポイントになると思います。これは倫理条例の中でもそういった話

ありましたけれども、要するに会議との関連が出てくるわけですね。会議を経過するけ

ども、その日は、例えば自治会長会の研修会で１泊２日でおらんのでできないとかいう

のが出てくるわけです。ですから、そういった部分で本当に議員しとって、そういう任

意団体とか、補助団体の長に就任するということ自体がどうなのかと、要するにその前

段は、議会は監視機関である。そういった本来の業務からいけばどうなのかっていうの

があるわけですので、その両面から考えて検討していかんばいかんだろうと思います。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

今の御意見とほぼ同時なんですけども、議員が社会に対する貢献という、いわゆる社

会貢献の部分もあります。そういう部分をやはり加味してっていうか、考慮していくべ

きだろうというふうに思います。いろんな見方があるんでしょうけど、そこら辺の議論

もしっかりしていくべきではないかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

確かにそういったものも次回からの検証の中で大いに議論をしていきたいと思います。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

資料に関してなんですけれども、２９年５月２９日に申し合わせによる選任、各種委

員名簿ということで、いただいた分があるんですよね、各組織に関しての。そこに議員

名をこう入れ込んでて、この資料ちょっと変更があったりしてるので、今後検討する中

で変更を変えた分を資料としていただけるかなというふうに思います。お願いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

手元のファイルと違うと言う人もおられる方もしれませんけれども、２９年５月２９

日の議会運営委員会の資料に載っておりますので、そこら辺も参考にしながら目を通し

ておいていただきたいと思います。できれば事務局にお願いして、次回の会議のときに

準備をさせていただきたいと思います。 

細田課長補佐。 

○課長補佐（細田浩子君） 

特別委員会の設置の件ですけれども、４日に全員協議会で議案として出しますってい

うことで１回出して、それで決定という形にして、通常でしたら７日の本会議のときに

朝から議運を開いて、議案を追加議案として上げて、７日に議決という流れが通常の流

れになるので、そういうふうに事務局としては考えておりました。 

○委員長（喜々津英世委員） 



４日の日は議案の中身を一応皆さんに理解をしてもらう。そして７日の朝から議運を

開いて追加議案で決定する、そういう手順でさせてもらいたいと。 

それでは次回の議会運営委員会を９月４日の全員協議会が終わったあと、議会運営委

員会を開くということで決定をしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

本日の議会運営委員会はこれで閉会をいたします。お疲れさまでした。 

（閉会 １１時３７分） 

 

 


